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1. はじめに 

ゼネラルグループでは、企業理念である「FUJITSU GENERAL Way（2018 年改訂）」において、当社グループで働く

社員が遵守すべき事項として「行動規範」を定め、周知徹底をしています。また、人権課題への対応を明確にした「人権方

針（2019 年制定。必要に応じて、改訂見直し）」を定めています。 

当社グループが行う調達活動において、これらの「行動規範」や「人権方針」を踏まえた「富士通ゼネラルグループ CSR 調

達ガイドライン」を 2020 年に定め、お取引先様各位に同意をお願いしてまいりました。この度、そのベースとなる RBA

（Responsible Business Alliance）が発行する行動規範が Ver. 8.0 にアップグレードしたことを受け、人権への配慮や

労働安全衛生の強化等、サプライチェーン全体において当社グループとお取引先様が協働し、企業としての社会的責任

（Corporate Social Responsibility）を果たすために取り組むべき内容を見直し、ガイドラインを改訂いたしました。（な

お、今回の改訂を機に、名称を「ゼネラルグループ サステナブル調達ガイドライン」に変更しています。） 

当社グループでは、本ガイドラインをお取引に当たっての重要な取り決めとして、記載されている内容について定期的にお取

引先様の取り組み状況を調査・確認させていただきたいと考えています。 

お取引先様に置かれましては、本ガイドラインの趣旨をご理解いただくとともに、貴社内で本ガイドラインに準拠した事業活

動の展開をお願いいたします。また、定期的に対応状況を調査・把握し、問題点を早期に発見し、必要な是正を行っていた

だきたく存じます。 

さらには、貴社のお取引先様に本ガイドラインの趣旨を展開するとともに必要な調査等を行う等、サプライチェーン全体での

サステナビリティ・デューディリジェンス（以下、サステナビリティ DD）活動を推進いただけますよう、ご協力をお願いいたします。 

2. サステナブル調達ガイドライン 

本ガイドラインは、お取引先様へ具体的に実践・遵守いただきたい行動・活動について、まとめています。 

※本ガイドラインの解説は付属書 1 をご参照願います。また、本ガイドラインにおいて、労働者は「臨時労働者、移民労働

者、学生労働者、契約労働者を含み、雇用形態は直接雇用、間接雇用の如何を問わず、その他のあらゆる種別の

労働者や社員を含む」とし、職場には「工場・生産施設・倉庫等」が含まれます。 

 

1）労働 

（1）強制労働の禁止 （2）若年労働者 （3）労働時間 （4）賃金および福利厚生  

（5）差別の排除/ハラスメントの禁止/人道的待遇 (6) 結社の自由および団体交渉 

 

2) 安全衛生 

（1）労働安全衛生 （2）緊急時への備え （3）労働災害および疾病 （4）産業衛生  

（5）身体に負荷のかかる作業（6）機械の安全対策 （7）衛生設備、食事、および住居  

（8）安全衛生に関する連絡 

 

3) 環境 

（1）環境許可と報告 （2）汚染防止と資源保護 （3）有害物質 （4）固形廃棄物 （5）大気への排出 

（6）資材の制限 （7）水の管理 （8）エネルギー消費および温室効果ガスの排出 （9）生物多様性の保全 

 

4) 倫理 

（1）ビジネスインテグリティ （2）不適切な利益の排除 （3）情報の開示 （4）知的財産 
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（5）公正なビジネス、広告、および競争 （6）身元の保護と報復の禁止 （7）責任ある鉱物調達  

（8）プライバシー 

5) マネジメントシステム 

（1）企業のコミットメント （2）経営者の説明責任と責任 （3）法的要件および顧客の要件 

（4）リスク評価とリスク管理 （5）改善目標 （6）トレーニング （7）コミュニケーション 

（8）労働者/ステークホルダーの関与と救済へのアクセス （9）監査および評価 （10）是正措置プロセス  

（11）文書化と記録 （12）サプライヤーの責任 

 

3. 依頼事項 

 1) サステナビリティＤＤへの取り組みのセルフチェック 

本ガイドラインの内容に基づき、貴社内で調査（「現場観察」、「関連書類のレビュー」、「関係者へのインタビュー」

等）を実施願います。  

貴社で問題が発生していることが確認された場合は速やかにご報告いただくと共に、コンプライアンス上の問題点の

早期発見と対応、および発生防止に努めていただきますよう、お願いいたします。 

特に法令違反等の行為を通報した方に対する報復行為は行わないように、貴社内および貴社のお取引先様へ周

知徹底をお願いいたします。 

 

 2) サプライチェーンへの周知、徹底  

  貴社のお取引先様への展開も含め、サプライチェーン全体でのサステナビリティＤＤ活動を推進いただけますよう、ご

協力をお願いいたします。 

 

 3) 「サステナビリティＤＤに対する取り組みの現場調査依頼」へのお願い 

当社よりサステナビリティＤＤに対する取り組みの現場調査をお願いした場合には、ご協力をお願いいたします。 

 

 4) 「同意確認書」への署名および提出のお願い 

本ガイドラインをご一読後、掲載されている内容にご同意いただきましたら、次ページの「同意確認書」にご署名いた

だき、ゼネラルグループ購買担当へ電子データにて提出願います。 

なお、新規お取引先様には原則ご提出をお願いしておりますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。 

 

4.  お問合せ先 

本ガイドラインに対するお問合せは、以下にてお受けいたします。 

ゼネラルグループ 各拠点の購買担当 

 

 

以 上 

 

 

 



4 

 

 

ゼネラルグループサステナブル調達ガイドライン（第 5 版）同意確認書 

 

お取引先様の皆様が本ガイドラインに記載されている内容につきまして、趣旨をご理解の上、ご同意いただけるか確認をする

ため、責任者（貴部署または貴事業部の責任者）の方によるご署名をお願いしております。本確認書へのご署名をもちまし

て、当社に納入いただく全ての部品、材料およびサービスに関し本ガイドラインの内容について、ご了承いただいたことを確認い

たします。 

 

日 付：                                                                    

 

貴社名：                                                                   

 

住 所：                                                                    

 

 

担当部署名：                                                                

 

責任者名（「直筆」もしくは「記名＋責任者印」）： 

 

                                                                         

TEL：                                                                     

 

E-mail アドレス：                                                              

 

本書面は記入を依頼させていただきました当社窓口へご提出願います。 

なお、上記に記載されている内容に関してご同意いただけない場合は、お手数ですがその旨を以下に記載いただきますようお

願い致します。 

（ご同意いただけない理由） 

                                                                         

                                                                         

 

【個人情報の取り扱いについて】 

本確認書に記載する個人情報に関しては、ゼネラルグループとのお取引に関する事項の照会に利用することに同意いたし

ます。（上記個人情報欄に署名または記名押印にて同意確認） 

いただきました個人情報につきましては、当社で厳重に取り扱い、利用目的の範囲内で利用することをお約束いたします。 

お取引先様の個人情報に関する管理者 ：ゼネラルグループ 各拠点の購買担当 
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付属書 1．サステナブル調達ガイドライン解説 

1．労働における取り組み       

1）強制労働の禁止       

拘束（債務による拘束を含む）または拘留労働、非自発的または搾取的囚人労働、奴隷または人身売買を含むが 

これに限定されない、あらゆる形態の強制的な労働は認められていません。これには、労働またはサービスのために脅迫、  

強制、強要、拉致、または詐欺によって人を移送、隠匿、採用、移動、または受け入れることも含まれます。会社が提 

供した施設（該当する場合、労働者の寮や住居）への出入りに不合理な制約を与えたり、施設内における労働者の 

移動の自由に不合理な制約を課したりしてはなりません。雇用プロセスの一環として、すべての労働者には、母国語また 

は労働者が理解できる言語で、雇用条件を記載した書面による雇用契約書を提供しなければなりません。外国人移 

民労働者は、労働者が出身国を出発する前に雇用契約書を受け取らなければならず、受入国に到着後、現地の法 

律を満たし、同等またはより良い条件を提供するために変更される場合を除き、雇用契約書の差し替えまたは変更は 

認められないものとします。すべての労働は自発的なものでなくてはなりません。また、労働者は、合理的な通告がなされ 

れば、違約金なしにいつでも自由に離職し、または雇用を終了することができるものとし、その旨は雇用契約に明記され 

なければなりません。参加企業は、退職するすべての労働者に関する書類を保持しなければなりません。雇用者、人材 

斡旋会社、およびその委託先は、政府発行の身分証明書、パスポート、または労働許可証など、身分証明書または出 

入国管理書類を保持したり、または破棄、隠匿、没収したりしてはなりません。上記にかかわらず、雇用者が文書を保 

持できるのは、現地法令を遵守するために必要な場合に限られます。そのような場合、労働者は、これらの文書へのアク 

セスを拒否されることはないものとします。労働者は、雇用者の人材斡旋会社またはその委託先に就職斡旋手数料ま 

たは雇用に関わるその他手数料を支払う必要はないものとします。労働者がこうした手数料を支払ったことが判明した場 

合は、その手数料は当該労働者に返金されるものとします。 

 

2）若年労働者 

児童労働は、いかなる製造段階においても使用してはなりません。ここでいう「児童」とは、15 歳、または義務教育を修 

了する年齢、もしくは国の最低雇用年齢のうち、いずれか最も高い年齢に満たない者を指します。18 歳未満の労働者 

（若年労働者）を、夜勤や時間外勤務を含む、健康や安全が危険にさらされる可能性がある業務に従事させてはなりま 

せん。参加企業は、適用法令に従い、学生労働者に関する記録の適切な保持、提携する教育機関への厳格なデュー

ディリジェンス、および学生労働者の権利の保護により、学生労働者の適切な管理を確保しなければなりません。参加企

業は、労働者の年齢を確認する適切な仕組みを整備しなければなりません。合法的な職場学習プログラムの使用は、す

べての法令が遵守されている限り、支持されます。参加企業は、すべての学生労働者に適切な支援と教育訓練を提供

しなければなりません。現地法がない場合、学生労働者、インターン、および見習いの賃金率は、同様または類似の労働

を行っている他の新人労働者と少なくとも同じものでなくてはなりません。児童労働が判明した場合、支援／救済措置を

講じるものとします。 

 

3）労働時間 

労働時間は、現地法令で定められている上限を超えてはなりません。また、1 週間の労働時間は、緊急時や非常時を

除き、時間外労働を含めて週 60 時間を超えてはなりません。すべての時間外労働は自発的なものでなければなりませ

ん。労働者には 7 日間に 1 日以上の休日を与えなくてはなりません。 
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4）賃金および福利厚生 

労働者に支払われる報酬は、最低賃金、時間外労働、および法令で義務付けられている福利厚生に関連する法律

を含め、適用される賃金に関するすべての法令を遵守していなければなりません。すべての労働者は、同一労働・同一資

格に対して同一賃金を受け取るものとします。労働者は時間外労働に関して、通常の時給より高い賃率で支払いを受

けなければなりません。懲戒・懲罰処分としての賃金からの控除は認められません。各給与計算期間について、実施した

労働に対する正確な報酬を確認するのに十分な情報が記載された適時かつ理解しやすい賃金明細書を労働者に提供

しなければなりません。臨時、派遣、および外部委託の労働者の使用はすべて現地法令の制限内とします。 

 

5）差別の排除／ハラスメントの禁止／人道的待遇 

参加企業は、ハラスメントおよび違法な差別のない職場づくりにコミットしなければなりません。労働者に対する暴力、性

別に基づく暴力、セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的もしくは肉体的な抑圧、いじめ、公衆の面前での辱め、

または言葉による虐待などの不快な、または非人道的な扱いは一切行ってはならず、また、そのような扱いを受ける恐れが

あってはなりません。会社は、賃金、昇進、報酬、および教育訓練の機会などの採用および雇用慣行において、人種、肌

の色、年齢、性別、性的指向、性同一性または性表現、民族または国籍、障害の有無、妊娠、宗教、支持政党、組合

加入の有無、軍役経験の有無、保護対象となる遺伝情報、または配偶者の有無に基づく差別またはハラスメントを行って

はなりません。これらの要件に対応した懲戒方針および手順を明確に定め、労働者に伝えなければなりません。労働者に

は、宗教的慣習や障害に対する合理的な便宜が図られなければなりません。さらに、労働者または採用の可能性のある

労働者に、差別的に使用される可能性がある妊娠検査や処女検査を含む医療検査または身体検査を受けさせてはなり

ません。これは、ILO 差別待遇（雇用及び職業）条約（第 111 号）を考慮して草案したものです。 

 

6）結社の自由および団体交渉 

労使間のオープンなコミュニケーションと直接的な関わりは、職場環境と待遇の問題を解決する最も効果的な方法です。

労働者および／またはその代表者は、差別、報復、脅迫、またはハラスメントを恐れることなく、労働条件および経営慣行

に関する意見および懸念について、経営陣と率直に意思疎通を図り、共有できるものとします。これらの原則に沿って、参

加企業は、労働者が自ら選択した労働組合を結成してこれに参加し、団体交渉を行い、また平和的な集会に参加すると

いうすべての労働者の権利を尊重し、またかかる活動を差し控える権利も尊重しなければなりません。結社の自由および団

体交渉の権利が適用法令により制限されている場合、労働者は、これらに代わる適法な労働者代表を選出し、これに参

加することを認められるものとします。 

 

2. 安全衛生への取り組み 

1）労働安全衛生 

労働者が安全衛生上の危険（化学物質、電気およびその他のエネルギー源、火災、車両、落下物の危険など）に

晒される可能性を特定および評価し、ヒエラルキーコントロールを使用して軽減しなければなりません。これらの手段により

危険を適切に管理することができない場合、労働者には、これらの危険に関連するリスクに関する、適切で正しく維持管

理された個人保護具および教材を提供しなければなりません。ジェンダーに対応した対策を講じなければなりません。たと

えば、妊婦および授乳婦を本人や子供に危険を及ぼす可能性がある労働環境に就かせないこと、授乳婦に合理的な配

慮を行うことなどです。 
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2）緊急時への備え 

潜在的な緊急事態および事象を特定、評価し、その影響を、緊急事態発生の報告、従業員への周知および避難手

順、労働者の教育訓練を含む、緊急対策および対応手順を実施することにより、最小限に抑えなければなりません。  

防災訓練は、少なくとも年に 1 度、または現地法で義務付けられるとおり、いずれかより厳しい頻度で実施しなければ

なりません。緊急対策には、適切な火災報知器および消火設備、分かり易く障害物のない出口、適切な非常口のある

施設、緊急対応にあたる人員の連絡先情報、および復旧計画なども含まれなければなりません。それらの対策および手

順は、生命、環境、および財産への損害を最小限に抑えることに重点を置くものとします。 

 

3）労働災害および疾病 

労働災害および疾病を防止、管理、追跡、および報告するために、手順および仕組みを整備しなければなりません。こ

れには、労働者からの報告の奨励、労働災害および疾病の事例の分類と記録、必要な治療の提供、事例の調査、原

因をなくすための是正措置の実施、ならびに労働者の職場復帰の促進のための規定が含まれます。参加企業は、労働

者が報復を恐れることなく、差し迫った危険から離れ、状況が緩和されるまで復帰しないことを許可しなければなりません。 

 

4）産業衛生 

労働者の化学的、生物学的、物理的因子への曝露を、ヒエラルキーコントロールに基づいて特定、評価、管理しなけ

ればなりません。危険を適切に管理することができない場合、労働者には、適切で正しく維持管理された個人保護具を

無料で提供するものとし、労働者はこれを使用しなければなりません。参加企業は、労働者に安全で衛生的な作業環

境を提供し、労働者の健康と作業環境の継続的かつ体系的なモニタリングを通じて、これを維持しなければなりません。

参加企業は、職業曝露によって労働者の健康が害されているかどうかを定期的に評価するために、労働衛生モニタリング

を実施しなければなりません。労働衛生保護プログラムは、継続的であり、職場における危険な状況に晒されるリスクに関

する教材を含むものとします。 

 

5）身体に負荷のかかる作業 

手作業による材料の取り扱い、重量物の持ち上げまたは反復的な持ち上げ、長時間の立ち作業、および極度に反復

の多い、または力の要る組み立て作業など、労働者の身体に負荷のかかる作業の危険への曝露を、特定、評価、管理し

なければなりません。 

 

6）機械の安全対策 

生産機械およびその他の機械は、安全上の危険を評価する必要があります。機械により労働者が怪我をする危険が

ある場合、物理的な保護、インターロック、障壁を設置し、適切に保守管理しなければなりません。 

 

7）衛生設備、食事、および住居 

労働者は、清潔なトイレ施設、飲料水の利用、および衛生的な食材の調理、保存、食事のための施設を提供される

ものとします。参加企業または人材斡旋会社が提供する労働者の寮は、清潔かつ安全に維持され、適切な緊急時の非

常口、入浴およびシャワーのための温水、適切な照明、適切な空調換気、個人の所有物および貴重品を保管するため

の個別セキュリティ付き収納設備、および合理的に出入りできる適度な広さの個人スペースを備えていなければなりません。 
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8）安全衛生に関する連絡 

参加企業は、労働者の母国語または理解できる言語で、労働者が晒されることになるあらゆる特定済みの職場の危

険（機械、電気、化学物質、火災、および物理的危険を含むがこれに限定されない）について、適切な職場の安全衛

生に関する情報とトレーニングを労働者に提供しなければなりません。安全衛生関連の情報は、施設内に明確に掲示す

るか、労働者が確認、アクセスできる場所に表示しなければなりません。健康に関する情報およびトレーニングには、該当

する場合、性別や年齢など、関連する特性に特有のリスクに関する内容が含まれるものとします。トレーニングは、すべての

労働者に対し、実務の開始前に、それ以降は定期的に提供しなければなりません。労働者は、報復を受けることなく安

全衛生に関する懸念を提起することが奨励されます。 

 

3. 環境への取り組み 

1）環境許可と報告 

必要とされるすべての環境許可証（例：排出のモニタリング）、認可書、および登録書を取得・維持し、最新の状態

で保持し、その運用および報告に関する要件を遵守しなければなりません。 

 

2）汚染防止と資源保護 

汚染物質の排出・放出ならびに廃棄物の発生は、発生源において、または汚染防止装置の追加、生産・メンテナン

ス・設備に関わるプロセスの変更、その他手段などの実践により、最小限に抑えるか除去する必要があります。水、化石

燃料、鉱物、原生林産物などの天然資源に関しては、生産・メンテナンス・設備に関わるプロセスの変更、物質の代替、

再利用、保全、リサイクル、その他手段などを実践することで、その使用を抑えるものとします。 

 

3）有害物質 

人体や環境に対して有害な化学物質、廃棄物、およびその他の物質は、特定、ラベリングを行い、安全な取り扱い、

輸送、保管、使用、リサイクルまたは再利用、および廃棄を確実にするよう管理しなければなりません。有害廃棄物データ

は追跡し、文書化しなければなりません。 

 

4）固形廃棄物 

参加企業は、固形廃棄物（有害物以外）の特定、管理、削減、および責任をもって廃棄またはリサイクルを行うため

の体系的なアプローチを実施しなければなりません。廃棄物データは追跡し、文書化しなければなりません。 

 

5）大気への排出 

稼働により発生する揮発性有機化合物、エアロゾル、腐食性物質、微粒子、オゾン層破壊物質、および燃焼副産物

は、大気に排出する前に、必要な特性評価、定期的な監視、制御、および処理を受けなければなりません。オゾン層破

壊物質は、モントリオール議定書および適用される規制に従い、効果的に管理されるものとします。参加企業は、大気排

出管理システムのパフォーマンスを定期的に監視しなければなりません。 

 

6）資源の制限 

参加企業は、製品および製造（リサイクルおよび廃棄物のラベリングを含む）における特定の物質の禁止または制限

に関する、すべての適用される法律、規制、および顧客要求事項を遵守しなければなりません。 
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7）水の管理 

参加企業は、水源、水の使用・排出を文書化し、特性評価し、監視するほか、節水の機会を模索し、汚染経路を制

御する水の管理を実施しなければなりません。あらゆる廃水は、排出または廃棄する前に、必要に応じて特性評価、監

視、制御、処理を実施しなければなりません。参加企業は、廃水処理システムと抑制システムのパフォーマンスを定期的

に監視し、最適なパフォーマンスと規制の遵守を確保しなければなりません。 

 

8）エネルギー消費および温室効果ガスの排出 

参加企業は、全社規模の温室効果ガス削減目標を設定し、報告しなければなりません。エネルギー消費ならびにすべ

てのスコープ 1、2 およびスコープ 3 の重要なカテゴリーである温室効果ガス排出量を追跡し、文書化して、公表しなけれ

ばなりません。参加企業は、エネルギー効率を改善し、エネルギー消費および温室効果ガスの排出を最小限に抑える方

法を追求しなければなりません。 

 

9）生物多様性の保全 

事業が生態系に与える直接・間接的影響について検討を行い、生物多様性の保全に取り組まなければなりません。 

 

4. 倫理への取り組み 

1）ビジネスインテグリティ 

すべてのビジネス上のやりとりにおいて、最高水準のインテグリティを維持しなければなりません。参加企業は、あらゆる種

類の贈収賄、腐敗行為、恐喝、および横領を一切容認しない方針を保持しなければなりません。 

 

2）不適切な利益の排除 

賄賂またはその他の不当もしくは不適切な利益を得るための手段を、約束、申し出、許可、提供、または受領してはな

りません。これら禁止事項には、取引を獲得または維持する、取引を発注する、あるいはその他不適切な利益を得るため

に、第三者を通して、直接的または間接的に価値のあるものを約束、申し出、許可、提供、または受領することが含まれ

ます。腐敗防止法令の遵守を確保するために、モニタリング、記録管理、および実施手順を整備するものとします。 

 

3）情報の開示 

すべての商取引は、透明性をもって実施され、参加企業の会計帳簿や記録に正確に反映される必要があります。参

加企業の労働、安全衛生、環境活動、ビジネス活動、構造、財務状況、および業績に関する情報は、適用される規則

と一般的な業界慣行に従って、開示されなければなりません。サプライチェーンにおける記録の改ざん、もしくは状況または

慣行の虚偽表示は容認されません。 

 

4）知的財産 

知的財産権を尊重しなければなりません。技術やノウハウの移転は知的財産権を守る形で実施し、また顧客およびサ

プライヤーの情報を保護しなければなりません。 

 

5）公正なビジネス、広告、および競争  

公正なビジネス、広告、および競争の基準を維持しなければなりません。 

 

 



10 

 

6）身元の保護と報復の禁止 

法律で禁止されていない限り、サプライヤーおよび従業員の内部告発者 2 の機密性、匿名性、保護を確保するプログ

ラムを維持しなければなりません。参加企業は、自社の従業員が報復の恐れなしに懸念を提起できるコミュニケーションプ

ロセスを保持する必要があります。  

 

7）責任ある鉱物調達 

参加企業は、製造する製品に含まれるタンタル、スズ、タングステン、金、コバルトの原産地と調達経路について、経済

協力開発機構（OECD）の「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのガイダンス」ま

たは同等に認知されたデューディリジェンスの枠組みに合致した方法で調達されていることを合理的に保証するための方針

を策定し、デューディリジェンスを実施しなければなりません。 

 

8）プライバシー 

参加企業は、サプライヤー、顧客、消費者、および従業員など、取引を行う者すべての個人情報に関してそれらを保護

するための合理的な措置を確保しなければなりません。参加企業は、個人情報を収集、保管、処理、移転、共有する

場合、個人情報保護および情報セキュリティに関する法律および規制要件を遵守しなければなりません。 

 

5. マネジメントシステム 

1）企業のコミットメント 

参加企業は、経営層によって承認された、デューディリジェンスと継続的な改善に対する参加企業のコミットメントを確

約する人権、安全衛生、環境と倫理に関する方針声明を策定しなければなりません。方針声明は公開し、労働者が理

解できる言語で、利用可能な手段で伝達しなければなりません。 

 

2）経営者の説明責任と責任 

参加企業は、マネジメントシステムと関連プログラムの確実な実施に責任を持つ上級管理職および会社の責任者を明

確に特定しなければなりません。上級管理職は、定期的にマネジメントシステムの状況をレビューします。 

 

3）法的要件および顧客の要件 

参加企業は、本規範の要件を含めて、適用される法令要件および顧客要求事項を特定、監視、認識するプロセスを 

導入または確立しなければなりません。 

 

4）リスク評価とリスク管理 

参加企業は、参加企業の業務に関連する法令遵守、環境安全衛生 3、および労働慣行および倫理リスク（人権と

環境に深刻な影響を与えるリスクを含む）を特定するプロセスを導入または確立しなければなりません。参加企業は、特

定されたリスクを管理し、規制の遵守を確保するために、各リスクの相対的な重要性を判断し、適切な手順による管理お

よび物理的制御を実施しなければなりません。 

 

5）改善目標 

参加企業は、参加企業の社会・環境・安全衛生面のパフォーマンスを改善するための明文化されたパフォーマンス目

的、目標、および実施計画（参加企業が目標を達成するため、パフォーマンスを定期的に評価することを含む）を策定

しなければなりません。 
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6）トレーニング 

参加企業は、参加企業の方針、手順、および改善目標を実施し、適用される法令要件を満たすために、管理者およ

び労働者を教育するプログラムを確立しなければなりません。 

 

7）コミュニケーション 

参加企業は、参加企業の方針、取組、期待事項、パフォーマンスに関する明確で正確な情報を労働者、サプライヤー、

および顧客に伝達するためのプロセスを確立しなければなりません。 

 

8）労働者／ステークホルダーの関与と救済へのアクセス 

参加企業は、関連する場合または必要な場合、労働者、その代表者、およびその他のステークホルダーとの継続的な

双方向コミュニケーションのためのプロセスを確立しなければなりません。このプロセスは、本規範で定める業務慣行と条件

についてフィードバックを得て、継続的改善を促進することを目的としたものでなければなりません。労働者は、報復や仕返

しを恐れることなく、苦情およびフィードバックを提供できる安全な環境を与えられる必要があります。 

 

9）監査および評価 

参加企業は、法令要件、本規範の内容、および社会的・環境的責任に関連する顧客の契約上の要件への適合を

確保するため、定期的な自己評価を実施しなければなりません。 

 

10）是正措置プロセス 

参加企業は、社内外の評価、点検、調査、および審査によって特定された不適合をタイムリーに是正するためのプロセ 

スを確立しなければなりません。 

 

11）文書化と記録 

参加企業は、規制の遵守、内部要件への適合、ならびにプライバシー保護のための適切な機密性を確保するための

文書および記録を作成し、保持しなければなりません。 

 

12）サプライヤーの責任 

参加企業は、本規範の要件をサプライヤーに伝達し、サプライヤーによる本規範の遵守を監視するためのプロセスを確 

立しなければなりません。 
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付属書 2．参考基準類 

1. 責任ある企業同盟（ＲＢＡ） 

ＲＢＡ 行動規範（RBA Code of Conduct : Version 8.0） 

 

2. 電子情報技術産業協会(ＪＥＩＴＡ) 

「責任ある企業行動ガイドライン」 

 

3. 国連 

「ビジネスと人権に関する指導原則」 

 

4. 国連 

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」  

 

5. 国際労働機関(ＩＬＯ)  

「労働における基本的原則および権利に関するＩＬＯ 宣言」  

 

6. 国連 

「世界人権宣言」  

  

7. 国連グローバル・コンパクト 

「国連グローバル・コンパクト ４ 分野 10 原則」  

 


